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1   事 実 及 び 理 由

第 1 請 求  i t

被告は,別 表 2の 「落札者 (相手方)」 欄記載の番号 1ないし31 記`載の各

相手方に対しデ同表の 「「損害額」脚記載の各金員を請求せよ。

第2 事 案の概要1

本件は,奈 良市内に住所を有する原告らが,1奈良市公共工事に関するキJ限符

き一般競争入札におしヽて,入木L業者FHEで談合が行われたために奈良"が損害を

被ちたとして,被 告に対し,地 方自治法242条 の2第 1項 4号 に基づきち上

記各入札業者に対する損害賠償を請求するよう求めた住民訴訟の事案である。

なお,被 告は,上 記各八札業者に対し,向 法242条 の?第 7項に基づき,

i訴 訟告知をレ■Ⅲ 、                   十

1、争いのない事実

(1)i制限付き十般競争入札の実施と詰負契約の締結等 j l

奈良市は,別 表2の番号欄 fないし31記 載の各公共工事 (以下,一 緒し

ていう場合は 「本件各工事』としヽい,個別にいう場合は,同表の番号に従い,

「本件ェ事lJな どという。)につき,その施工のために制限付き二般競争

入札を実施したところ,それぞれ,同表の 「落札額」欄記載の各金額で同表

i あ 「落本L者 (相手方)」欄記載あ各業者 (以下 「相手方Jという。)が落札
｀
し,奈泉市と各業者との叩で各請負契約が締結された。   :

本件各工事はいずれも完了し,奈良市は,1各相手方に対し,|I Ell表2の 「柔

約額」棟記載の各請負代金を全額支払つたと,  t・        i

す(2)刑事裁判で認定された談合の事実  |   |          |

_奈良地方裁判所は,被 告人中サ|卜小百美 (中川建設代表者)に 係る談合被告

事件 (同裁判所平成 18年 lbl第537号 )あ 判決
'(平

成 19年 2カ 26日 宣

告)に おいて,大 要,以 下の事実を認定した。 |     |

平成 18年 9月 12日 ,奈 良市が第 10号 市営住宅建替工事 (ATl 2工
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区)(以 下 「A二 12工 区工事」とぃぅ。)施 主のたあに実施した制限付き
一般競争入札において,同 入本Lに参加し114業 者 (岩本建設,株 式会柾澤
田組,体 式会社津田工務店,三 条建設:相 和建設株式会社,株 式会社都肝ほ建

設,株 式会社常建設,中 川建設,チ ッ々達設族式会社,株 式会社松有工あた,

t■限会社丸長,株 式会社南浦,.吉正建設,吉 美建設株式会社)は 共謀あ上,
入本Lの公正な価格を害する1腎的をもって,‐奈良市庁西棟ュ階入木L控室におふ

てぅ当選業者を3業者とするくじ31きを行ャヽ, くじに当選した3業者が公示
され1予 定何特に近い価格である2966万 円ネ入木Lし,同13業者以外あ大

本L者寧同価格を超える荷落ネ入ネLすゃ章の防～―々してす談合を行らた。
(3)住界監査請求等     、            1      1タ

ア 雰 告らは,奈 良市監査委員に対し,平成19年 12月 28日 ,本 件各工
t

事 を合む 32件 の上末,建 築等の公
本ェ

｀
事にちき,談 合によっそ公正な競

争本札が行われなかったため茶良市が環害を被ったとして, そヽの是正を求
めT監査請求をヒ4。  |  ′       !

イ 容 良"監査委員,ま,平成19年 2月 23日 !上記3 2件の公共工事に係

っ各入本Lのうち,A■ 12工 区工亨に体`入ネ町については詰求た理島がぁ

ると認つ,舛 告に対し,損 害をなることのな↓ヽよう必要基措喜を恙じるとi

とを求める是=勧 告を出した。            |

奈良市監査委員は,!その奈の工事 (木件各工事)に 係を碁入札に黄して
!→,A■ 12土 区土事に係る入札と向様た疑わしいと思料し,入 本L参加者
を関係人とした調査‐を行しを、,そ の結果を分析したが,結 果として'談 合の

事実があるとの確証は得られなからたとしそ:請 求を棄却した:

|  な お,Ⅲ上記監査結真は,高月24百 ,原暮どた送達された:- 1

, ″  原 告らは,同 年 3月!23日 ,本 件訴えを提起した。

2 争 卜及び争点につぃての当事者の主素

(1)談合の事実の有無              _

-3



(原告らの主張)

本件各工事に係る各八示ヒは,ぃ ずれも,A-12=区 工事に係る人札と高

様,当 該入本は'と参加した各業者による離合の結果,落 札額が決められ,ま た,

落札業者も同一額の入札者あうちの1業者となるよう調整された。

上弔のような談合により業者が共同じセ最低入札価格を決めることは!入

札によ?て発注される商品xは 役務の取引に関する競争を制限するものであ

うて,公 共入札の制度の実質を失わじめるものであるから,一 定の取引ハ野

における競争を制限することにな、る。よってす私的独占の基止及び公止取191‐

の確保に関する法律3条で規定された 「不当な取引待!限あ禁止」に尿1違法
であつて!不法行為を構成するb           r

したがつて,各 相手方は,そ れぞれ)奈 具市が被つた損失にういて不法行

為責任を負 う。  _

(被告の主張)                '

上評 (原告らの主張)の うちj談 合及び郭整の事実につぃては不知古各相

手方らに不津行為責任が発生する法的樟成にらぃては認めると  '

奈良市の損害額       l i       ■

(原告らの主張)                          |

談合が行われずに公平な競争による入末Lが行われた場合,手 走価格を26

%程 度下回る1金額で落札額か決まるめが違青である|ところ1奈 良市あ場合,

4-12干 耳干事に係る入ネLたぉける談合の事実が発覚した後,夫 部分の入

本L?落本1額は最低待!懐何格と向額となっており,本 体各工事についても,波

に談合がなければ,落 札額は最低制限価格と向額になっ′ていたはずである。

したがらて,本 件各ェ事に係る各入社において談
1合

が行われたことにより

奈
i良

市に生じた損害は,実 際の落札額かぢ談合かなか?た 場合た推定される

落↑L額 (最低待け限価格)を 差し引き,こ れに消費税を茄算することによう算

出することができる。本件各工事における具体的な損害額は,別 表2の F損

( 2 )

‐ 4



３

，

１

第

害額」欄記載の各金額となる。

(被告の主張)

/公正な工事価格が最低待J限何格年等しいことを前提として;奈良市の損害

額が,最低制限価格と落札額の差であるとする原告らの主張は争う。
理論上は,最低制限価格を下回る入札価格では適=|な工事が不寸能である

が,業者の都合で,いゎゅる「出血受注Jも行われるので,必ずし‐も最低制
限価格が公正な工事価格でぁるとはぃぇなげヽ。なぉ,i本件各=事に係る各入
本Lにつぃてす/AK正な自由競争を載提 とする入本とが行われれば,複 数の業者が

最低制限価格と向額で入札し,落本Lしてぃた可能性,1強いが,蓋然性が極あ
て高いかさかは疑問なじとしない。

当裁判所の判断t   l

f認定事実

争いのない事実に加え,評拠 (甲1, 2,4, 5' 44～ 68-, 70～ 95,|
015の1。なお,枝番のある書証については,特 に枝番を示さない限り,す

認められる。       |         .     す テ       i

(1)奈良市における公主主事入札tll度あ杭要|    ｀    !

ァ 本良市で1ま,基良キ契る嘉貞i(お和4 ざヽ年嘉貝j第左,ljに おいそ経慧
契約?予定価格の限度額が13 0ヽ万円とヽ っられて|ヤ`る

｀

ため,各事業義に'

ゃける工事計画により設計された工事等で金額が19o方 高を超えるもの|
千  に ついては,す べて入木Ltと付されること年なる。そヒてす奈良市では,、平

成 14年 11月 以降,ほ とんどの公共ェ事についてtll限付き■般競争入札

を採用している。      「   `          ■   !
・              ヽ

制限付き一
般競争入札に付 きれる谷共

干
事?種 力U‐ぃす+木 土事,建 築工 |｀

事,舗 米=事 ,造 園工事,管 工事,塗 拳ェ事|"水 工事及び電気工事あ 8

種類である。制膜杵 き一
般競争入札は,■ 定?条 件 を満たせば誰でも参加 ―
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することができる。平成18年 度に入札参加申請を行って参加資格を得た

業者数は,土木工事555業 者,建築工事270業 者,舗装工事288業

者,造園工事158業 者;管工事154業 者,塗米=事 44業 者,防水工

事17業 者,電気土事48業 者の合計1534業 者である!(なお,Tっ の

業者が複数の工事種劇で入札参加資格を得ている場合があり,実 質的な業

者数は8oo業 者程度でぁる。
｀
)。

奈良市は,土 本再事及び建築工事の業者につき,県 の建設審査会による

評点に従ちてA～ Fの 6ランクに分け,更に各ランク内で約15業者を1

単位とする区分に分けている。いずれの工事においても,設計金額による

発注基準が定められており,ランクによって入札に参加できる工事が異な

るざ
′
平成18年 f4月1日に格付が見直され;その際す土木ェ事については

6段階32区 分にす建築工事については6段階16産分に分けられた。

i  ま た,鋼 装工事につぃては,上 記評卜により4段 階119区 分に,造 園ェ

事については4段 階4区 分に,管 工事については3段 階5区 分に分けられ

ていた。塗装工事,防 水工事及び電気=事 については,ラ ン、クや区分はな

く,総合評定値通知書において点数を持つすがでの者が入札に参加する
'こ

とができた。 (              ｀   1

イ エ 事の告示はデ発注基準とランク別の区分の順番に従い,毎 月 2回 (1

1!日と15押 )ち 当―該工事について,工事名,|工事場所j,予定価格,最低制

限価格,ラ ンク;区分,入木L日等を告示する方法によって行われた。

開札時,落本L者となるがき向下価格の入札者が2業者以上あつた場合は,

くじ引きで落札者を決定することとさiれてt たヽ古      !

ウ 上 記のとおり,奈 良市における入札においては,事前に,予定価格と最

低制限価格が公表されていた。ここにいう予定価格とは,設計金額そのも
1の

である。また,最低制限価格は,不 当なダンピングによる受注等を防ぐ

ために定められた価格であるとともに,上般的に,入オL業者が赤字t手なら

‐6_



ないように設定された最低金額であるという性質を併せ持つものである5

奈良市においては,平成18年 4カ 1日以降,独 自に,予定価格の67%,

7o%1 75%, 90%, 85%と いう5段階の設定基準を設けて最低制

限何格そ算出してい■。このため,最低制限価格は,―常に予定価格を下回
|っていた。

(2)A― 12工 区工事に係る入本Lにおける談合の方法     ｀

A干 12ェ 区=事 に係る入札における談合は,平成18年 9月 12日 1奈

良市片可棟主階入ォL控室においてli入ILた家邪した14業 者あうち株式基在

澤田組 (付表取締役澤1田照司)が仕切り役となり,以 下あ方法で行ゎれた:

まず!澤 白照司,ま,あ らか じめ奈良市か ら/AN表されていたキ定枯格 (29

97万 20oO円 )を約2%下回る299o万 円を落札金額とすることにじ,

“?参 加米者からその了解を得た。そして,最 終的に落札することができる

可能性のある業者 (以下 「チャンピオン業者」とャヽう。)を 3業者としそく
じ引きを行ったところ;チャンピオン業者には,株本会社澤田組,三条建設,

株式会社松石:ェ務店が選ばれたどなぉ,複数の業者がチャンピオン業者に選

ばれることにしたの,ま,業者間の本幸を図る必要があること,最初からI業,

者のみを決めると楽しみがなくなること,最低幕J限価格でない高値‐そ多数の
ィ                   t                      !             |

業者がt同額の入札をした場合,とは奈貞市が八札を不調にする可能性があるこ

と,談合碑?争防止することなどの理革からであった。l  i    l
4その後,1株式会社澤由組及び株式会社松石工務店は,上記談合によちて決

められ■29oo万 円で八札した。チャンピオン業者になること、ができなか
'

つた 11業 者は, 29ob万 由ょり高値で入れするか,入 れを辞退した。し

かしながら,チ ャンピオン業者である=条 建設が,上 記談合あ結果に従わヂ
`2895万

円で入札したため'奈良市によるくじ引きが行われることなく,

三条建設が落札者となった。  :

:な お;上 記 の諜合 の様子 は,同 年 19月 22日 にテ レビ放映 され,上 記入
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札に参加した14業 者は競争入札妨害罪により検挙された。

(3)本件各工事に係る各入札の特徴

本件各工事に係る各入札 (入札日:平成18年 7月 1-1日～同年10月 2

4日)は ,本 件工事5に係る入札 (指名競争入札)を 除いては,すべて制瞬

付き一般競争入札であるところ,本件工事5に係る入札を含め,以 下のよう

な特徴が認められる。                ―       ‐

ア
~本

件各工事に係る各入札は,そ れらすべてにおいて,複 数の業者が同額

の最低価格により入札しているまる業者が同額である入本Lが21件 ,4業

者が同額である入札が9件, 8業者が同額である入本Lが1件である。  |

イ 本 件各工事に係る各八本いにおいて,落 札率 (落札額
Ⅲ
(税抜き)を 予定価

格で除した数値に11o oを乗じて算出した値)カミ最も高いものは98.01

6%ち 最も低いものは9_6. 515%で ある。このわずかな差の中に, 31

件の工事がすべて含まれているもまた,A-12工 区工事に係る八本Lを含

めて算出した32件 の平均落札率は97.56%と なる。

(4)談合発覚後の入札 |                   |

平成 18年 11月 1′日以降に告示された公共工事に係る入札については,
!   |             ヽ

          ィ                  (

複数の業者が最低価格により,同額で八札するという事例はなくなり,ヤ手とん

どの八札に係る落札額が最低制限価格と向額とiならた。最低制限価格と向額

となつた入札の件数は,同 年11月 は全34作 中32件 ,同年■2月は全4

2件中36件 ,平 成19年 1月は全34件 中31件 ,向 年2月は全46作 中

40作 ,同年3月は全7件中5件であり,こ れらの期間の合計では全163

件中150件 であり,割合にして92.02%を おめた。

(5)平成f9年 4月 1日以降の八札          、   |

奈良市は,平成19年 4月 1!日以降,最低tll限価格の告示を止め,最低制

限価格に代えて最低制限基準価格を告示するように入札制度を改めた。この

新しい制度においては,最 低制限価格は事前に告示されている最低制限基準
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価格の97.00/0対 99.9%の 範囲内で設定され,そ の具体的な数値は開

札の際にくじ引きで決定されることとなつそ。その結果,く じ引きによって

諜定されヽた最低待J限価格以上の金額で入札した業者の中で最低の金額で入札

した業者が工事を落木ビすることになった。逆に,最 低金額で入札していたと

しても,入 札額がくじ引きによちて決定した最低制限価格未満となつた業者

は, 当ヽ該工事を落札するこどができなくなったどなお, くじ引きの結果,全夕                                 ｀
「`ヽ                                      ヽ

本札額が最低制限価格を下回つた場合は,く じ引きをや り1直して最低制限価

落がお設定されることにならた。          4  “

r奈良市においては,平成19年 4月 1日から平成20年 1月 11日 までの

間に,上記方法により291杯 の入札が行われたが,上記291件 について

の落札率 (落札額 (税抜き)を最低制限基準価格で除した数値に100を 乗

じて算出した値)の平均値は, 99,3%で あった。    '

2 争 点(1)(談合の事実の有無)について   千         ィ

前記認定事実にょると,本 件各主事に係る各八札においては,い ずれも,入

札参加業者のうち9業者ないし8業者が同T額 で入札し, しかも,そ の金額が

当該入本Lの中で最低金額となるという極めて不自然な入札結果となづており,

同時期に行われたA〒 12工 区工事に係る人本こと同様の方法により談合が行わ

れた蓋然性が高いを推認されること,1落札額の予定価格に対する害J合 (落札

率)の平均値は97: 56%と 異常なほどの高値となつていること,平成立8

午:1月1日以後は,一変して,大多数の八札においiて最低待J限価格と同績で

落札されるようになったこと,A-12工 区ェ事に係る入札に参加した複数の

業者が,そ の談合行為の手法は他の入札においても常習的に行われていたもの
1で

あると供述していること (甲44～ 63ち 70～ 87)を 総合すると,本件

各=事 に係る各八札において談合行為があったと強く推認することができる。

| したがつて,本件各工事に係る各入札におぶて落札した業者 (各相手方)は ,

それぞれ,奈 良市が被つた損失にっいて不法行為責任を負う。



3 争 点(2)(奈良市の損害額)に ついて

(1)!損害の発生                           ヤ

前判示?と おり,相 手方ら|の上記談合行為は,制 限付き一般競争入札 (な

!いし指名競争入札)の 直前にす落札金額を申じ合わせるとともに,く じ引き

、によつて複数のチャンピオン業者を決めるという方法により!落本L業者を調整

するとい、うものであるが,これは結局,入札に参加する業者間で公正な競争

をすることにより落札価格が低下することを防ぎ,ひいて'ま奈良市との契約

価格をつり上げて,受注した業者の利益を図るという目的のものである。そ

して,相手方らは,'平成18年 10月 24日 までの口,上記同様の談合行為

| を継続していたのであり|その間は上記談合行為にようそ現実に利益を得て

いたことが推認され,その■方で,工事を発注した奈良市に対して損害を与

えていたことは明らかであるといえる。

(2)損害額についてめ判断  1          ‐

ァ ー 般に,談合行為によって発注者が被った損害とは,談 合行為がなけれ

ば形成されたであろう落札価格 (契約T袴 )1勢 実の
弯牛価格 (栞対“

格)と の差額であると考えられる。            十

しかしながら, 自由競争が行われた場合の落札価格は,当該工事の種類

や特殊性,工事あ規模のほか,入札に参加する業者の荻や各業者の事‐業規
!模

,更 に入本L当時の社会経済情勢,入札が行われた地域の特性など!様 々
/   `                     ,        |                              ‐         ｀

|  な 要因が複雑に影響し合って形成されるものである!から,こ れを正確に推

計することは極めて困難である。そうするとす落札業者が実際に落本Lした

価格と, 自`由競争によって入札が行われた場合の落札価格との差額とヽして_

奈良市の損害を推計することもまた極めて困難であるというべきである七

したがつて,入 本L談合における損害は,「 損害の性質上その額を立証す

ることが極めて困難であるとき」|(民事訴訟法248条 )に 該当するとい

わざるを得ないb ,         ‐          |

10 -



イ 以 士のような観点から,奈 良市が被った損害額について判断する。

原告らは,実 際の落札額から談合がなかった場合に推定される落札額

(最低制限価格)を 差し引き,これに消費税を加算することにより算定す

べきであると主張するが,そ もそも最低制限価格は,これ以下の価格では

適正な内容の工事がされるとは考え難いとされる限度額でありi!過当競争

の結果;手抜き主事となることを防ぐため,た とえ入札価格が低くてもこ

十れ以下の価格では受注させないとして設定された額にすぎないし,ま た,

実際の落札額が最低制限価格と■致しなかった入札も少な↓ヽながらも存在

することを併せ考えると,談合がなかった場合の落札価格が,常 に最低制

限価格と一致するということはできないというべきである。

.しかしながら,前記認定のとおり,奈 良市においては,平成18年 11

月1日から平成1 9`年 3月 311ま での間に行われた入社については,全

1   163件 のうち約92%に 当たる150件 において落札額が最低制限価格

と同額となってぃたことに加えj最 低制限価格に代わって最低待J限基準価
(                                   i

格が公表さtれることとならだ平成19年 4月 1日から平成20年 1月 11

,    日 までの間に行われた全291件 の入本Lについては,落札率の平均値が9

0ともⅢ%とほぼ10も %にま近く,最低制限基準価格に近い金額に集中して

!いたという事情が存在するのであり,こ れらに照らせば,実 際の落札額か

ら最低制限価格を差し引き,これに消費税を加算した額が本件の損害額で
｀

1あるとする原害らの主張にもある程度め合理性が認められ,八本ぃ価格を形

成する諸要因の複雑1多様性を考慮しても,本件における奈良市の損害額

は,実際の落札額から最低制限価格を差し引き,これに消費税 (5%)を _

茄算じた金額の7′害Jを十回ることはなぃとぃぅべきである。

ウ
1したがらて,本件各工事に係る各入札において談合が行われたことによ

って奈良市が被った損害額は,別表1あ 「認容額」欄記載の各金額となる。

第 4 結 論



1   よ つて,本 訴請求は主文第1項の限度で理由があるから1これを認容し,そ め

余は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につきぅ地方自治法?l r

_ 42条 の2第 11項 ;行政事件訴訟法43条 3項, 7条,民事訴訟法61条 ,

64条 を適用して,=文 !のとおり判決するb
‐
   1奈 良地方裁辛け所民事部  1

誹半け長非判官   坂  ′ 倉  充   信 | !

裁判官 齋 藤 憲 次

裁判官   福    田      1 敦   |

■12‐



(別表1)

住所又は本店所在地 相手方の氏名・名称 (括弧内は代表者名) 認容額(円)
1 奈良市南庄町795 有限会社小佐建設 (代表取締役 刀ヽ佐平房) 2,988,510

2 奈良市横井二丁目253-1 吉光建設こと 吉田義光 542,430

奈良市杏町299-8 山崎土木こと 山崎 衛 12,460,045

4 奈良市押熊町842■ 1 林設備工業株式会社 (代表取締役 林弘之) 785デ715

5 奈良市古市町1374 大幸建設こと 南浦幸孝 942,270

6 奈具市大慈仙町481-1 奥田石材工業こと 奥日 武 1,807,365
7 奈良市古市町1678-4 団岡建材こと園岡利也 1す372,980

8 奈良市二条大路南五十ロケー67 義建設こと 松田義朋 542,430

9 奈良市法蓮町986■ 107 大栄主建ェ業株式会社 (代表取締役 大木謙三) 3,790,395

10 奈良市法華寺町665 株式会社三企水道工業所 (代表取締役
fメ
|1崎隆苛) 2,710,689

奈良市横田町468 タツミエ務店こと 翼、喜光 2,540,895

12 奈良市南永井町11 岡組こと 岡 和昭 1す792,995
奈良市来迎寺町49 株式会社都千ほ建設 (代表寂締役 松井二郎) 3す946,950

14 奈良‐
市池由FIT144‐2 橋本建設こと橋本案―

2,159,430

ユ 奈良市横井二丁自24g〒 1_215 吉田組こと 吉田春幸 2,191,035

16 奈良市法華寺町1482二5 田和=務 店こと 田和 勉 1,594;215

奈良市七条西町二丁目899-1 株式会牛レツミ (代乗取締役 刀ヽ松秀茨) 1,091,475

18 奈良市ナ|1上町259-2 北道建設こと オヒ道長雄 ?,470,335
19 奈良市中山町84-7 中川興業こと 中川 徹 1,669,185

20 奈良市押熊町213ち 株本会牛木村建材土本 (代表取締役 木村重孝) 1,237,740
０
そ 奈良市横井二丁目147 床式会社岡田興産 (代表取締役 佐藤亨) 1,259,235
122

奈良市小太郎町19 株式会社米津組 (代表取締役 米津榮美子) 1,870,455
23 奈良市人島町226

株式会社宮本■木 |(代表取締役 村田貴子) 3,114,930

奈良市古市町三丁自1700
第二若章マンション1階 西岡建設こと 西向幸代 776,895

奈良市横井五丁目354-1 岡田土建こと 岡田正美 4)621,680

ヤ
26

奈良市)|1上町395-1
第2号市営住宅第5-103号 桝本工務店こと 桝本勝彦 2,082,255

０
る 奈良市船橋町15-4T201 颯栄建設こど 原 敦夫 1,127,490
つ
乙 奈良市今小路町68 体本会社ひのり (代表取締役 河合衛) 2,939,30[

29 奈良市横井二丁目156-18 浜本建設こと 資本秀雄 2,869,440

30 奈良市古市町304-1 北尾造園土木こと ギヒ尾久次 2,092‐545

奈良市東之阪町2 株式会社堀河設備工業 (代表取締役 堀河政信) 1,533,945

- 1 3 -
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